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本資料の特徴

資料の見方

〔ご注意〕

1. 本資料の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。

2. 本資料の内容につきましては、税制等の改正や操作上の改良のため、実際の画面や操作方法と異なる場合があります。

3. 本資料の作成には充分留意していますが、本資料の利用により発生した問題、不利益について、MJS は何らの責任を負うものではありません。あらか

じめご了承ください。

4. 本資料の著作権は、株式会社ミロク情報サービスに帰属しています。株式会社ミロク情報サービスの許可なく本資料中の解説、画像、図および表等の

全部または一部について、私的利用を越えた複製、転載等を行わないようお願いします。

タイトル及び

処理内容について

の概要を記載して

います。

(左ページ)

各操作の工程で

ポイントとなる画面

を表示しています。

システムの処理

メニューを記載し

ています。

(右ページ)

操作手順や左のペ

ージにある画面に

ついて説明等を記

載しています。

本資料は、ACELINK NX-Pro 会計大将システムで会社データを立ち上げ、仕訳入力後に消費税のチェック

を行い消費税申告書を作成するまでの基本的な流れについて、操作手順をご説明しています。

目次は、操作の順番に沿って作成いたしました。

資料は概ね下記のように、見開き（右ページに説明、左ページに処理画面）で作成しています。

日々の業務にお役立てください。
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項 目 タ イ ト ル 内 容 詳 細 頁

消費税関係届出書一覧 消費税関係の届出書の一覧を参考として掲載しています。 4

自習用仕訳例題 今回の実習用仕訳例題の取引一覧です。 7

１．会社データ作成について
新規に会社データを作成します。

今回の実習用仕訳例題に基づくご説明をしています。
18

２．勘定科目の登録について 今回の実習用仕訳例題に基づくご説明をしています。 20

３．開始残高の登録について 今回の実習用仕訳例題に基づくご説明をしています 26

４．消費税情報について
新規に会社データを作成後に確認する会社基本情報のうち、消費

税情報の項目です。

今回の実習用仕訳例題に基づくご説明をしています。
28

５．消費税コードについて
会計大将の仕訳入力で利用する消費税コードの一覧です。

仕訳を入力する際に参考にしてください。
36

６．消費税コードの取引具体例
消費税コードを利用した取引具体例です。

仕訳データを入力する際の参考にしてください。
37

７．仕訳データの入力 仕訳データの入力について、例題を基に手順を説明しています。 38

８．消費税関係資料の出力
消費税精算表で勘定科目ごとの課税・非課税等の消費税区分や

消費税額を確認できます。

出力手順や精算表の見方等を説明しています。
48

９．消費税申告書の作成
消費税申告書、付表等の作成と出力の手順を説明しています。

消費税計算資料の出力についても合わせて説明していますので、

参考にして下さい。
54

10.消費税情報の変更
原則課税から簡易課税へ変更する手順を説明しています。

変更後に確認が必要な項目についても説明していますので、参考

にして下さい。
62

11.電子申告用データ作成
消費税申告書を電子申告する場合の、データ作成の手順を説明し

ています。
64

12.国税納付書作成 消費税申告書より国税の納付書を作成します。 70

≪ 目 次 ≫

会計大将システムでの会社データ作成から仕訳入力後の消費税チェック、消費税申告書作成まで、

操作の流れをご説明しています。フローの順で、目次を作成しています。
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消費税関係届出書一覧

届出書・申請書名 備 考 提出期限

消費税課税事業者選択届出書 事業者が基準期間における課税売上高が 1,000 万円以

下であっても、納税義務の免除規定の適用を受けずに課

税事業者を選択する場合に提出

対象となる課税期間の初日の

前日までに提出

消費税課税事業者選択不適用届

出書

消費税課税事業者選択届出書を提出いている事業者が、

その選択をやめようとする場合又は事業を廃止した場

合に提出

対象となる課税期間の初日の

前日までに提出

消費税課税事業者選択（不適用）

届出に係る特例承認申請書

やむを得ず期限までに提出できなかった場合に、提出日

の特例の承認を受ける場合に提出

税務署長の承認を受けた場合

に初日の前日までに提出とみ

なされる

消費税課税事業者届出書（基準

期間用）

事業者が基準期間における課税売上高が 1,000 万円を

超えたことにより、納税義務が免除されない場合に提出

その年又はその事業年度終了

後速やかに提出

消費税課税事業者届出書（特定

期間用）

基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下である

事業者が、特定期間における課税売上高が 1,000 万円を

超えたことにより、納税義務が免除されない場合に提出

（課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判

定することもできます）

その年又はその事業年度終了

後速やかに提出

相続・合併・分割があったこと

により課税事業者となる場合の

付表

相続、合併又は分割等があったことにより課税事業者と

なる場合に、課税事業者届出書に添付

事由が生じた場合に速やかに

提出

消費税の新設法人に該当する旨

の届出書

その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年

度開始の日における資本金又は出資金の金額が 1,000

万円以上である法人が提出

新設法人に該当することにな

った場合に、速やかに提出

消費税の特定新規設立法人に該

当する旨の届出書

その事業年度の基準期間がない資本金 1,000 万円未満

の法人のうち、その基準期間がない事業年度開始の日に

おいて特定要件に該当し、かつ、新規設立法人が特定要

件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及び当該

他の者と特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の

当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度

の基準期間に相当する期間における課税売上高が５億

円を超える法人が提出

特定新規設立法人に該当する

こととなった場合に、速やか

に提出

消費税の納税義務者でなくなっ

た旨の届出書

課税事業者であった事業者が、その課税期間の課税売上

高が 1,000 万円以下となり、その課税期間を基準とする

課税期間において納税義務が免除される場合に提出

その年又はその事業年度終了

後速やかに提出

事業廃止届出書 課税事業者が、事業を廃止した場合に提出 事由が生じた場合に速やかに

提出

個人事業者の死亡届出書 課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相

続人が被相続人の納税地を所轄する税務署長に提出

事由が生じた場合に速やかに

提出

合併による法人の消滅届出書 課税事業者である法人が合併により消滅した場合に、そ

の合併法人が被合併法人の納税地を所轄する税務署長

に提出

事由が生じた場合に速やかに

提出
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届出書・申請書名 備 考 提出期限

消費税異動届出書 納税地や住所など課税事業者の情報が変更した場合に

提出

事由が生じた場合に速やかに

提出

消費税納税管理人届出書 納税管理人を選任した場合に提出 消費税の納税管理人を定めた

とき

消費税納税管理人解任届出書 選任した納税管理人を解任した場合に提出 さきに選任していた消費税の

納税管理人を解任したとき

消費税課税期間特例選択・変更

届出書

課税期間特例の適用を受けようとする、又は変更しよう

とする場合に提出

特例を受ける又は変更する、

短縮にかかる課税期間の初日

の前日までに提出

消費税課税期間特例選択不適用

届出書

特例の適用を受けている事業者が、やめようとする又は

事業を廃止する場合に提出

特例をやめようとする課税期

間の初日の前日までに提出

消費税簡易課税制度選択届出書 基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下である

課税期間について、簡易課税制度を適用する場合に提出

簡易課税制度の適用を受ける

課税期間の初日の前日までに

提出

消費税簡易課税制度選択不適用

届出書

簡易課税制度の適用を受けている事業者が、やめようと

する又は事業を廃止する場合に提出

簡易課税制度の適用をやめる

課税期間の初日の前日までに

提出

消費税簡易課税制度選択（不適

用）届出に係る特例承認申請書

やむを得ず期限までに提出できなかった場合に、提出日

の特例の承認を受ける場合に提出

やむを得ない事情がやんだ日

から二月以内

任意の中間申告書を提出する旨

の届出書

直前の課税期間の確定消費税額を当該直前の課税期間

の月数で除し、これに６を乗じて計算した金額が 24 万

円以下であることにより、その六月中間申告対象期間に

つき六月中間申告書の提出を要しない事業者が、任意に

六月中間申告書を提出しようとする場合に提出

任意に六月中間申告書を提出

しようとする六月中間申告対

象期間の末日までに提出

任意の中間申告書を提出するこ

との取りやめ届出書

任意の中間申告書を提出する旨の届出書を提出し、六月

中間申告書の提出を要しない六月中間対象期間につき

任意に六月中間申告書を提出することとしている事業

者が、その提出することをやめようとする場合又は事業

を廃止した場合に提出

任意に六月中間申告書を提出

することをやめようとする六

月中間申告対象期間の末日ま

でに提出

消費税課税売上割合に準ずる割

合の適用承認申請書

消費税額の計算方法として個別対応方式を採用してい

る事業者が、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等

に共通して要する課税仕入れ等の税額をあん分する基

準として、課税売上割合に代えてこれに準ずる合理的な

割合（課税売上割合に準ずる割合）を適用する場合に提

出

税務署長の承認を受けた日の

属する課税期間から適用

消費税課税売上割合に準ずる割

合の不適用届出書

課税売上割合に準ずる割合の適用を受けていた事業者

が、やめようとする又は新たな課税売上割合に準ずる割

合の承認を受ける場合に提出

やめようとする課税期間の末

日までに提出

輸出物品販売場許可申請書 輸出物品販売場の許可を受けようとする場合に提出 許可を受けようとするとき

輸出物品販売場廃止届出書 輸出物品販売場を廃止した場合に提出 廃止した場合、直ちに

輸出物品販売場購入物品譲渡承

認申請書

輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようと

する場合に提出

輸出物品販売場購入物品の譲

渡しようとするとき
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※届出書・申請書名に二重線の下線がある書類は ACELINK NX-Pro 申請･届出書作成であらかじめ用意しています。

届出書・申請書名 備 考 提出期限

輸出物品販売場購入物品亡失証

明・承認申請書

非居住者が輸出物品販売場で購入した物品を亡失した

ことの証明を受ける場合に提出

亡失したことの証明を受けよ

うとするとき

外国公館等に対する消費税免除

指定店舗申請書

外国公館等に対して消費税を免除して課税資産の譲渡

等を行うため、国税庁長官の指定を受けようとする事業

者が提出

外国公館等に対する消費税免

除指定店舗の指定を受けよう

とするとき

消費税会計年度等届出書 法令又は定款等に会計年度の定めのない公共法人等が

会計年度を定めたときに提出

事業を開始した日以後二月以

内に提出

消費税法別表第三法人に係る資

産の譲渡等の時期の特例の承認

申請書

法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約

に定める会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会

計の処理の方法に準ずるもので、消費税法第 60 条第３

項並びに消費税法施行令第 74 条第１項及び第２項に規

定する資産の譲渡等の時期の特例の承認を受けようと

する法人が提出

税務署長の承認を受けた日の

属する課税期間から適用

消費税法別表三法人に係る資産

の譲渡等の時期の特例の不適用

届出書

特例を受けていた法人が、その適用をやめる場合に提出 適用をやめる課税期間の末日

までに提出

消費税法別表第三法人に係る申

告期限の特例の承認申請書

法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の

翌日以後ニ月以上経過した日と定められていること、そ

の他特別な事情があることにより消費税法第 60 条第８

項並びに消費税法施行令第 76 条第１項及び第２項に規

定する申告書の提出期限の特例を受けようとする法人

が提出

税務署長の承認を受けた日の

属する課税期間に係る確定申

告書の提出期限から特例を適

用

消費税法別表三法人に係る申告

書の提出期限の特例の不適用届

出書

特例を受けていた法人がその適用をやめる場合に提出 適用をやめる課税期間の末日

までに提出

災害等による消費税簡易課税制

度選択（不適用）届出に係る特

例承認申請書

当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する

課税期間等について、消費税法第 37 条第１項の規定の

適用を受けることが必要となった又は受けることの必

要がなくなった場合に、消費税法第 37 条の２第１項又

は第６項に規定する届出書の提出日の特例の承認を受

けようとする事業者が提出

災害その他やむを得ない理由

のやんだ日から２ヶ月以内

に、その納税地を所轄する税

務署長に提出
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自習用仕訳例題

■ 設例会社の平成 28 年 3 月期の消費税額を、原則課税により計算してみましょう！

■ 簡易課税との比較ができるように消費税情報の設定を行い、入力を始めましょう！

【会社概要】

㈱菓子職人ミロクは、主たる事業をケーキ製造販売（※第 3 種事業）とする３月決算法人である。

同会社は、ケーキ製造販売と共に、自社店舗で喫茶コーナー（※第 4 種事業）を設け併せて喫茶器具の販売

（※第 2 種事業）を行っている。

ケーキ及び喫茶器具の販売は、近隣のホテルへも卸している。（※喫茶器具の卸は第 1 種事業）

事務部門では損害保険代理店業務（※第 5 種事業）も行っている。

社屋は３階建ビルで、１階を自社店舗及び事務所として使用し、２階を貸事務所、３階を居住用賃貸マン

ションとして賃貸の用に供している。（※第 6 種事業）

なお、消費税の経理処理は税抜経理処理方式、コードマスタは No1:法人拡大型を使用しています。

※消費税簡易課税制度のみなし仕入率の改正については、P8 を参照。

事業区分 事業の種類 例題の会社概要

第 1 種事業 卸売業 ・喫茶器具（仕入商品）を近隣のホテルへ卸売

第 2 種事業 小売業 ・喫茶器具（仕入商品）を自社店舗で販売

第 3 種事業 製造業 ・ケーキ製造販売

・ケーキを近隣のホテルへ卸売

第 4 種事業 その他事業 ・自社店舗で喫茶コーナーの設置

第 5 種事業 金融業

保険業

サービス業等

・事務部門で損害保険代理店業務

第 6 種事業 不動産業 ・２階を貸事務所として賃貸（課税）

・３階を居住用として賃貸（非課税）

自習用仕訳例題

会社概要と取引例題を基に会社を作成して仕訳を入力してみましょう。

会計大将への入力例は別紙出力サンプルの仕訳日記帳を参照してください。
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参考：簡易課税制度のみなし仕入率が、次のとおり改正されました。

・金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ（みなし仕入率 60%⇒50%）

・不動産業が、第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ（みなし仕入率 50%⇒40%）

【適用開始時期】

原則として、平成 27 年４月１日以後に開始する課税期間から適用されます。

ただし、次の経過措置が設けられています。

平成 26 年９月 30 日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成 27 年

４月１日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日

から２年を経過する日までの間に開始する課税期間（簡易課税制度の適用を受けることをやめる

ことができない期間）については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

出典：国税庁ホームページ 「消費税法令の改正等のお知らせ（平成 27 年 4 月改訂）」

より抜粋しました。



9

I. 期首（平成 27 年 4 月 1 日）における試算表残高は次のとおりである。

（借方） 現金預金 3,000,000

売掛金 400,000（得意先Ｘホテルに対する前期売上分）

有価証券 1,000,000（上場Ａ社株式）

棚卸資産 500,000（ケーキ材料及び喫茶器具）

建物 15,000,000

機械装置 1,000,000

車輌運搬具 400,000（営業用車輌 1 台）

差入保証金 500,000（得意先Ｘホテルに対するもの）

（ 計 21,800,000 ）

（貸方） 買掛金 500,000

未払消費税等 300,000（前期確定消費税等額）

長期借入金 8,000,000

資本金 10,000,000

繰越利益剰余金 3,000,000

（ 計 21,800,000 ）

II. 平成 28 年 3 月期における取引は次ページ以降のとおりである。

※ 掛けと記載していない場合は、111：現金預金の科目で処理・借入金は長期借入金で処理

今回の仕訳例題は決算関係を除き、3 月 31 日で入力します。（日固定を使用すると便利）

決算関係は 91 月に入力します。

金額は基本的に税込表示をしていますが、固定資産関連は税抜金額で仕訳を起票します。

伝及び( )の数字は伝票番号、消は消費税コード、業は事業区分を表しています。

消費税コード欄と事業区分欄に記入してみましょう。
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売上取引関係

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(1)自社店舗でケーキの小売で 28,000,000 円を計上した。

自社店舗の喫茶コーナーで喫茶料飲売上 6,000,000 円を計上した。

自社店舗の喫茶コーナーで喫茶器具売上げ 4,000,000 円を計上した。

得意先Ｙホテルへケーキの卸売で 6,000,000 円を掛けで販売した。

得意先Ｙホテルへ喫茶器具の卸売で 2,420,000 円を掛けで販売した。

Ｚ損害保険へ代理店手数料 1,000,000 円を未収計上した。

1 111

現金預金

410

ｹｰｷ小売売上高
28,000,000 ケーキ売上

111

現金預金

411

喫茶部売上高
6,000,000 喫茶部売上

111

現金預金

412

喫茶器具小売売上高
4,000,000 小売コーナー/喫茶器具売上

162

売掛金

413

ケーキ卸売上高
6,000,000 Y ホテル ケーキ売上

162

売掛金

414

喫茶器具卸売上高
2,420,000 Y ホテル 喫茶器具売上

176

未収入金

415

保険手数料収入
1,000,000 Ｚ損害保険 代理店手数料収入

(2)２階貸事務所の家賃収入は 4,800,000 円であった。

３階賃貸マンションの家賃収入は 2,400,000 円であった。

2 111

現金預金

416

家賃収入
4,800,000 2 階貸事務所 家賃

111

現金預金

416

家賃収入
2,400,000 3 階マンション 家賃

(3)売掛金の回収は、現金預金にて 7,900,000 円回収した。

3 111

現金預金

162

売掛金
― ― 7,900,000 売掛金回収

(4)掛売上の値引としてケーキ卸売に係る値引が 100,000 円・喫茶器具卸売に係る値引が 20,000 円。

4 421

売上値引戻高

162

売掛金
100,000 ケーキ卸売値引

421

売上値引戻高

162

売掛金
20,000 喫茶器具卸売値引き
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仕入取引関係

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(5)ケーキ材料の仕入 19,000,000 円を計上した。

喫茶コーナー料理飲食材料の仕入 1,000,000 円を計上した。

喫茶器具の仕入 2,500,000 円を計上した。

5 431

ｹｰｷ材料仕入高

111

現金預金
― 19,000,000 ケーキ材料仕入

432

喫茶材料仕入高

111

現金預金
― 1,000,000 喫茶材料仕入

433

喫茶器具仕入高

111

現金預金
― 2,500,000 喫茶器具仕入
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当期の経費取引関係

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(6)役員報酬 6,000,000 円

給料手当 8,000,000 円（内、通勤手当 400,000 円）※課税･非課税に分けて起票

6 620

役員報酬

111

現金預金
― 6,000,000 3 月分 役員報酬

621

給料手当

111

現金預金
― 7,600,000 3 月分 給与手当

626

通勤手当
― 400,000 3 月分 通勤交通費

(7)交際接待費 300,000 円（内、慶弔見舞金 50,000 円）※課税･非課税に分けて起票

7 639

交際接待費

111

現金預金
― 250,000 交際費

639

交際接待費
― 50,000 慶弔見舞金

(8)諸会費 60,000 円（全額同業者組合の通常会費）

保険料 200,000 円（火災保険料及び自動車保険料）

固定資産税 400,000 円

予定納税消費税等 640,000 円（消費税 504,000 円、地方消費税 136,000 円）

その他経費 7,000,000 円（全額消費税課税分）

8 642

諸会費

111

現金預金
― 60,000 組合会費

640

保険料

111

現金預金
― 200,000 火災保険料・自動車保険料

638

租税公課

111

現金預金
― 400,000 固定資産税

177

仮払税金

111

現金預金
― ― 640,000 予定納税消費税等

655

その他経費

111

現金預金
― 7,000,000 その他経費
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雑収入･その他取引関係

資産取引関係（※固定資産の取引は税抜きで仕訳を起票）

※資産勘定で消費税を入力する方法は、P33 の「※貸借科目に消費税コードを付与する方法」を参照

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(9)預金利息を 10,000 円受入れた。

受取配当金を 50,000 円受入れた。

還付税金 50,000 円を受入れた。

自動車事故保険金として 200,000 円受入れた。

仕入先より掛け仕入分のうち、リベート（仕入割戻）として 150,000 円受入れた。

銀行から機械購入資金として 4,000,000 円借入れた。

9 111

現金預金

810

受取利息
― 10,000 預金利息

111

現金預金

811

受取配当金
― 50,000 配当金受取

111

現金預金

819

雑収入
― 50,000 還付税金

111

現金預金

819

雑収入
― 200,000 自動車事故保険金

111

現金預金

441

仕入割戻し高
― 150,000 リベート分 割戻し

111

現金預金

340

長期借入金
― ― 4,000,000 銀行借入 機械購入資金

(10)前期確定消費税等を 300,000 円納付した。

10 331

未払消費税等

111

現金預金
― ― 300,000 前期確定消費税等納付

(11)銀行へ借入金 4,000,000 円を返済するとともに、利息 200,000 円を支払った。

11 340

長期借入金

111

現金預金
― ― 4,000,000 借入金返済

820

支払利息
― 200,000 借入金返済 借入利息

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(12)ケーキ製造用機械を 5,000,000 円で購入した。（税抜価格 4,629,630 円 消費税 370,370 円）

12 213

機械装置

111

現金預金
― ― 4,629,630 ケーキ製造用機械購入

8001

仮払消費税等
― 370,370 ケーキ製造用機械購入 消費税

8003

仕入調整勘定

8003

仕入調整勘定
― 4,629,630 ｹｰｷ製造用機械購入 消費税対象額
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資産取引関係（※固定資産の取引は税抜きで仕訳を起票）

※資産勘定で消費税を入力する方法は、P33 の「※貸借科目に消費税コードを付与する方法」を参照

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(13)旧車輌を下取りに出し、新車両を購入した。（支払明細は下記のとおり）

(ア) 新車両本体価格 2,500,000 円（税抜価格 2,314,815 円 消費税 185,185 円）

(イ) 自動車取得税 80,000 円

(ウ) 自動車税 50,000 円

(エ) 自賠責保険 40,000 円

(オ) 納車法定費用 10,000 円

(カ) 納車法定外費用 20,000 円

(キ) 旧車両下取価格 △200,000 円（旧車両簿価 400,000 円）

（税抜下取り価格 185,186 円 消費税 14,814 円 固定資産売却損 214,814 円）

差引支払額 2,500,000 円

13 214

車輌運搬具
― ― 2,314,815 新車購入

8001

仮払消費税等
― 185,185 新車購入 消費税

8003

仕入調整勘定

8003

仕入調整勘定
― 2,314,815 新車購入 消費税対象額

638

租税公課
― 80,000 自動車取得税

638

租税公課
― 50,000 自動車税

640

保険料
― 40,000 自賠責保険料

646

雑費
― 10,000 納車法定費用

646

雑費
― 20,000 納車法定外費用

214

車輌運搬具
― ― 400,000 旧車輌下取り

8000

仮受消費税等
14,814 旧車輌下取り 消費税

8002

売上調整勘定

8002

売上調整勘定
185,186 旧車輌下取り 消費税対象額

860

固定資産売却損
― 214,814 旧車輌下取り

111

現金預金
― ― 2,500,000 新車購入差額代金支払
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有価証券取引関係

貸倒取引関係

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(14)上場Ａ社株式を 800,000 円で売却し、上場Ｂ社株式を 1,000,000 円で購入した。

差引支払額 200,000 円

（有価証券売上消費税コード:34 上場Ａ社簿価 1,000,000 円 有価証券売却損 200,000 円）

14 165

有価証券
― ― 1,000,000 B 社株購入

111

現金預金
― ― 200,000 B 社株購入

165

有価証券
― ― 1,000,000 A 社株売却

861

有価証券売却損
― 200,000 A 社株売却損

8002

売上調整勘定

8002

売上調整勘定
― 800,000 A 社株売却 消費税対象額

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(15)得意先Ｘホテルが倒産し、前期売掛金 400,000 円、差入保証金 500,000 円の全額回収不能となった。

15 651

貸倒償却

162

売掛金
― 400,000 X ホテル 売掛金貸倒 税率 5％分

651

貸倒償却

243

差入保証金
― 500,000 X ホテル 差入保証金貸倒
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決算関係取引（91 月で入力）

以上の仕訳を入力したうえで、申告書及び付表を印刷します。

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(9101)期末棚卸資産棚卸高は 500,000 円である。

9101 430

期首棚卸高

192

原材料
― 500,000 原材料期首在庫

192

原材料

442

期末棚卸高
― 500,000 原材料期末在庫

(9102)減価償却費は、建物 400,000 円、機械装置 400,000 円、車輌運搬具 500,000 円計上する。

9102 630

減価償却費

220

減価償却累計額
― 400,000 建物減価償却費

630

減価償却費

220

減価償却累計額
― 400,000 機械装置減価償却費

630

減価償却費

220

減価償却累計額
― 500,000 車輌運搬具減価償却費

(9103)未払法人税等として 1,800,000 円計上する。

9103 910

法人税住民税

327

法人税等充当金
― 1,800,000 未払法人税計上

(9104)消費税申告書の作成後(P54)、確定消費税額の精算仕訳処理を行う。

9104 8000

仮受消費税等
― 3,855,025 消費税精算取引

8001

仮払消費税等
― 2,779,256 消費税精算取引

177

仮払税金
― ― 640,000 予定納税消費税等精算

331

未払消費税等
― ― 435,700 当期分未払消費税等

819

雑収入
― 69 消費税精算取引
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参考：P14 の固定資産取引の補足説明

①資産勘定には消費税コードを入力しないので、車輌運搬具は税抜価格(2,314,815 円)で計上します。

②別途、新車購入した①に対応する仮払消費税等(185,185 円)を計上します。

③消費税申告書計算のため、②の仮払消費税等の対象額(2,314,815 円)を計上します。

④新車購入の経費(経費合計額 200,000 円)を計上します。

⑤下取りにだした車輌運搬具の期首簿価(400,000 円)を取消す計上をします。

⑥下取りの際に受け取った仮受消費税等(14,814 円)を計上します。

⑦消費税申告書計算のため、⑥の仮受消費税等の対象額(185,186 円)を計上します。

⑧期首簿価と下取り価格の差額を計上します。

（期首簿価 400,000 円－税抜下取価格 185,186＝固定資産売却損 214,814 円）

⑨新車購入代金・諸費用から下取価格を差し引いた支払額(2,500,000 円)を計上します。

（税込新車購入価格 2,500,000 円＋諸費用 200,000－税込下取価格 200,000＝2,500,000 円）

※売上調整勘定・仕入調整勘定は、消費税の課税標準の元となる本体価格を直接入力するための勘定科目

です。調整勘定を使用せずに資産勘定で消費税を入力する方法については、P33 の「※貸借科目に消費税

コードを付与する方法」を参照してください。

伝 借方科目 貸方科目 消 業 金 額 摘 要

(13)旧車輌を下取りに出し、新車両を購入した。（支払明細は下記のとおり）

(ア) 新車両本体価格 2,500,000 円（税抜価格 2,314,815 円 消費税 185,185 円）

(イ) 自動車取得税 80,000 円

(ウ) 自動車税 50,000 円

(エ) 自賠責保険 40,000 円

(オ) 納車法定費用 10,000 円

(カ) 納車法定外費用 20,000 円

(キ) 旧車両下取価格 △200,000 円（旧車両簿価 400,000 円）

（税抜下取り価格 185,186 円 消費税 14,814 円 固定資産売却損 214,814 円）

(ク)差引支払額 2,500,000 円

① 車輌運搬具 ― ― 2,314,815
(ア)新車価格（税込 2,500,000 円）

② 仮払消費税等 ― 185,185

③ 仕入調整勘定 仕入調整勘定 ― 2,314,815 (ア)外税仮払消費税等計算用仕訳

④ 租税公課 ― 80,000 (イ)自動車取得税

租税公課 ― 50,000 (ウ)自動車税

保険料 ― 40,000 (エ)自賠責保険料

雑費 ― 10,000 (オ)納車法定費用

雑費 ― 20,000 (カ)納車法定外費用

⑤ 車輌運搬具 ― ― 400,000 (キ)旧車輌期首簿価

⑥ 仮受消費税等 14,814 (キ)旧車輌下取り外税仮受消費税等

⑦ 売上調整勘定 売上調整勘定 185,186 (キ)外税仮受消費税等計算用仕訳

⑧ 固定資産売却損 ― 214,814 (キ)旧車輌売却損

⑨ 現金預金 ― ― 2,500,000 (ク)差引新車購入代金
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1.会社データの作成について

会計大将システムで消費税課税業者の会社データを作成します。

以下の手順で、作成してください。

操作手順（２） 操作手順（５）

操作手順（３）

操作手順（１）

操作手順（４）

操作手順（７）
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（１） 『ホームウィンドウ』の[新規データ作成]ボタンをクリックします。

（２） 【業務システム選択】タブ画面が表示されます。

顧問先コードを入力後、業務分類で「法人決算」を選択します。

作成するシステムの選択では、「会計大将」を選択します。

基本設定では、必須項目（会計大将）の会計期間を入力します。

※ 「＊」印になっている項目は必須入力項目です。

（３） 【項目設定１】タブ画面が表示されます。

設立年月日、月次開始日、仕訳入力開始月、コードマスターＮＯを入力します。

※ 「＊」印になっている項目は必須入力項目です。

（４） 【設定項目２】タブ画面が表示されます。

決算期、部門採用、消費税区分、会計処理区分、簡易課税基準業種を選択します。

（５） 【設定確認】タブ画面が表示されます。

作成するデータの設定内容を確認してください。

（６） ［作成開始］をクリックすると、会社の作成が始まります。

（７） データの作成が完了すると、≪確認≫が表示されます。

作成処理を終了する場合は、［いいえ（N）］をクリックします。

引き続き別の会社データ作成を行う場合は、［はい（Y）］をクリックします。

（例）右画面は次のような会社データを作成しています。

会社コード （8 桁以内）

会計期間 （自）平成 27年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

月次開始日 １日

仕訳入力開始月 ４月

コード体系 法人拡大型

部門採用 なし

消費税区分 原則課税

会計処理区分 税抜

簡易課税基準業種 第３種（製造業）

［ホームウィンドウ］タブ-『新規データ作成』

操作手順



20

2.勘定科目の登録について

新規に会社データ作成後に行う勘定科目の登録です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（４）

項目説明（３）

項目説明（５）
項目説明（６）

項目説明（７）
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（１） 導入・登録－基本情報－『勘定科目』を選択します。

（２） ≪科目分類≫で損益科目を選択します。

（３） 9534 純売上高をクリックして次の売上関係の科目を登録します。

410 ケーキ小売売上高

411 喫茶部売上高

412 喫茶器具小売売上高

413 ケーキ卸売上高

414 喫茶器具卸売上高

415 保険手数料収入

416 家賃収入

（４） 法人拡大型のコード体系で作成した場合、標準の売上関係の科目数では不足するため

（３）の「416 家賃収入」は登録ができません。

勘定科目の追加をするには、一覧メニューの一番下に表示されている科目のコードを

クリックし、［↓］キーを押します。

クリックした行の下に行が追加されます。

（５） コード欄に任意の番号（今回は 416）を入力し、正式名称欄にカーソルを進めた時に

ファンクションの［F1 科目コピー］を押します。

（６） 《コピー元設定》が表示されますので、「コピー元」に作成する科目と類似した科目

（今回は 415 保険手数料収入）を選択してください。

コピー内容は「すべて」を選択して［OK］をクリックします。

（７） 科目コピーが終了すると、（６）で選択した科目がコピーされた状態になります。

正式名称、簡略名称、連想を必要に応じて（今回は家賃収入に）修正します。

［導入・登録］タブ-［基本情報］プロセス-『勘定科目』

項目説明
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新規に会社データ作成後に行う勘定科目の登録です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（８）

項目説明（９）

項目説明（１０）
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（８）操作ツールバーの［関連処理（R）］から「科目出力順序（O）」を選択します。

《出力順序確認》が表示されますので、［自動登録（O）］をクリックします。

※自動登録は追加した科目を自動的に科目出力順序に登録します。

※決算書の「株主資本等変動計算書」および電子決算報告書関連情報には自動登録さ

れません。

（９）自動登録が完了すると確認メッセージが表示されますので、［いいえ（N）］をクリッ

クします。

（１０）《科目出力順序》が表示されますので、今回は［損益計算書］タブで自動登録された

箇所を確認し、必要であれば順序を変更します。

今回は、帳票種別「決算書」の［損益計算書］タブにも同様に自動登録されますの

で、登録内容を確認し、必要であれば順序を変更し、《科目出力順序》を終了します。

［導入・登録］タブ-［基本情報］プロセス-『勘定科目』

項目説明
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新規に会社データ作成後に行う勘定科目の登録です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（１１）

項目説明（１２）

項目説明（１３）
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（１０） 9536 純仕入高をクリックして次の仕入関係の科目を登録します。

431 ケーキ材料仕入高

432 喫茶材料仕入高

433 喫茶器具仕入高

441 仕入割戻高

（１１） 9547 販管人件費をクリックして次の人件費の科目を登録します。

626 通勤交通費

（１２） 9548 一般管理費をクリックして次の管理費の科目を登録します。

646 雑費

655 その他経費

※その他の追加科目

科目分類：資産科目＝111 現金預金(9502 現金)・177 仮払税金(9514 他流動資産)・

243 差入保証金(9520 投資その他資産)

科目分類：損益科目＝861 有価証券売却損(9556 特別損失)

を追加しています。

［導入・登録］タブ-［基本情報］プロセス-『勘定科目』

項目説明
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3.開始残高の登録について

新規に会社データ作成後に行う開始残高（期首残高）の登録です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（３）

貸借差額が 0 になっていること
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（１） 導入・登録－残高・予算登録－『勘定科目・部門』を選択します。

（２） ≪入力区分≫より期首残高を選択します。

（３） 下記の開始残高を登録します。

※科目バランスの貸借差額が￥0 になっているか確認します。

コード 科目名 残高

111 現金預金 3,000,000

162 売掛金 400,000

165 有価証券 1,000,000

192 原材料 500,000

210 建物 15,000,000

213 機械装置 1,000,000

214 車輌運搬具 400,000

243 差入保証金 500,000

312 買掛金 500,000

331 未払消費税等 300,000

340 長期借入金 8,000,000

370 資本金 10,000,000

920 期首繰越利益 3,000,000

［導入・登録］タブ-［残高・予算登録］プロセス-『勘定科目・部門』

項目説明
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【新規データ作成での消費税関連】

【仕訳入力情報－仕訳入力情報での消費税関連】

【仕訳入力情報－検証情報での消費税関連】

４.消費税情報について

会社データ作成時と会社基本情報のうち「消費税情報」の項目です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（３）

項目説明（６）（７）（８）

項目説明（９）（１０）
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新規データ作成

（１） 『ホームウィンドウ』の[新規データ作成]ボタンをクリックします。

（２） ≪項目設定２≫より消費税情報を登録します。

（３） ［項目設定２］

ここでは消費税区分（原則課税／簡易課税／免税）、会計処理区分（税抜処理／税込処理）、

簡易課税基準業種など、会計基本システムで消費税計算を行うために必要となる基本情報の

登録を行います。

会社基本情報

（４） 導入・登録－基本情報－『仕訳入力情報』を選択します。

（５） ≪会社別情報≫の［仕訳入力情報］タブを選択します。

（６） その他入力情報では、外税(税抜き)取引の消費税を 1 行の仕訳で入力する→同時入力するか

別の仕訳として入力する→別々入力するかを選択します。

同時入力するとした場合、消費税額は自動表示され仕訳も自動起票されます。

別々入力するでは、外税の消費税分の仕訳を入力します。

（７） 消費税コード ウィンドウ表示を、主なコードだけ表示する→簡略型か

入力可能なコードを表示する→詳細型かを選択します。

簡略型にしても、ファンクションキーで表示を切り替えたり、入力可能な消費税コ

ードは使用できます。

（８） 消費税率入力区分で、仕訳入力で使用する消費税率を選択します。

消費税率 3％の仕訳を入力する場合は、3％の欄にもチェックをつけてください。

（９） ≪会社別情報≫の［検証情報］タブを選択します。

（１０）会計処理を税抜きとしている場合に、仕訳入力内の検証で｢日別残・日計表｣の金額

を、→税抜で集計して表示するか・税込で集計して表示するかを選択します。

［導入・登録］タブ-［基本情報］プロセス-『仕訳入力情報』

項目説明
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導入・登録－導入処理の会社基本情報のうち「消費税情報」の項目です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（３）
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（１） 導入・登録－基本情報－『会社基本情報』を選択します。

（２） ≪消費税情報≫の［基本情報］タブを選択します。

（３） ここでは会計処理方法（税込処理／税抜処理）など、会計基本システムで消費税計算を行う

ために必要となる基本情報の登録を行います。

＜主な内容＞

消費税区分…消費税の計算方法を選択します。

会計処理区分…出力帳票の表示･印刷を消費税込み／抜きで行うかを登録します。

元帳出力処理区分…会計処理区分が｢税抜｣で内税入力の元帳表示方法を登録します。

月末一括税抜…仕訳は税込で表示され、消費税の振替が一括で表示されます。

月末一括税抜(併記)…上記と同様ですが、各明細行に消費税額が併記されます。

取引毎税抜…仕訳ごとに税抜きで表示します。

税抜処理区分…各種帳票を表示･印刷する場合の「税抜処理」の方法を登録します。

発生側で内税分を減算…税抜きで金額を表示します。

負残側で内税分を加算…税込みで金額を表示して反対側に消費税額を表示します。

仮受（仮払）消費税 端数処理…内税入力した金額から仮受･仮払消費税等を算出する場合

の端数処理の方法を登録します。

簡易課税基準業種…簡易課税でみなし仕入率により控除対象仕入税額を計算するための

基準となる業種を登録します。

輸入取引区分…輸入取引に係る消費税の入力方法を選択します。

税抜処理(消費税一括処理)…消費税を一括入力します。

税抜処理(国税/地方税分割処理)…消費税を国税と地方税に分けて入力します。

税込処理(消費税一括処理)…税込で入力します。

部門別消費税集計区分…部門別に消費税の集計を行うかどうかを選択します。

課税売上高チェック・判定金額

…非課税売上対応課税仕入と課税非課税共通課税仕入の発生がない場合に、仕訳入力内

の検証の「消費税」と消費税精算表において、課税売上高が設定されている判定金額

を超えるかどうかのチェックを行い、超えた場合にメッセージが表示されます。

消費税科目…消費税に関連する科目の指定を行います。

［導入・登録］タブ-［基本情報］プロセス-『会社基本情報』

項目説明
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導入・登録－導入処理の会社基本情報のうち「消費税情報」の項目です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（２） 項目説明（３）

項目説明（１）

貸借科目に消費税コードを付与した例
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（１） 前頁≪消費税情報≫の［基本情報］タブには「Ｆ７科目別消費税」「Ｆ８科目別業種」

のファンクションキーがあります。

（２） ［Ｆ７科目別消費税］

科目ごとに消費税コード、消費税率を登録します。

ここで登録した科目を用いて仕訳を入力すると、その科目に対して登録した消費税コードと

消費税率が自動入力されます。

【貸借科目に消費税コードを付与する方法】

固定資産等の貸借科目の科目区分で「仕入」を選択することにより、仕訳入力時に固定資産

等の仕訳で仕入関係の消費税コードが入力できるようになります。

さらに、固定資産等の購入および売却の仕訳が両方必要な場合は、科目区分を「仕入」に設

定の上、仕入消費税コードの設定も行います。（科目区分を「売上」にして、売上消費税コー

ドを設定することでも、設定は有効です。）

消費税コードの設定をあわせて行うことにより、「仕入」か「売上」の消費税コードを選択で

きるようになります。

※仕訳入力時は、科目別消費税で登録した消費税コードが自動的にセットされますので、消

費税コード欄まで戻り、［F4 売上／仕入変更］を選択します。

（３） ［Ｆ８科目別業種］

売上関係の科目について簡易課税制度の事業区分（業種）を登録します。

簡易課税の計算を行うために、仕訳入力した科目によって業種を判断する場合に登録します。

［導入・登録］タブ-［導入処理］プロセス-『会社基本情報』

項目説明
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決算・申告書－消費税申告書の会社基本情報のうち「消費税情報」の項目です。

今回の自習用仕訳例題に基づく説明をしています。ご参照ください。

項目説明（１）
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（１） 決算・申告書－消費税申告書－『会社基本情報』を選択します。

（２） ［消費税計算情報］タブを選択します。

（３） ここでは控除税額の計算方法など、消費税計算を行うために必要となる基本情報の登録を

行います。

外税売上の税額計算区分…売上科目を外税入力した場合の消費税額の計算方法を選択します。

仕入の税額計算区分…仕入控除税額の計算区分を選択します。

控除税額の計算方法…原則課税で課税売上割合が 95%未満になる場合の控除対象仕入税額の

計算方法を登録します。

税務署長承認課税割合（分子）／（分母）

…控除税額の計算方法で「個別対応方式」を選択し、課税売上割合の代わりに税務

署長承認課税割合を使用する場合に、その計算データを登録します。所轄税務署長

に課税割合を認められた場合にのみ入力してください。課税売上割合で計算する場

合は入力する必要はありません。

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『会社基本情報』

項目説明



36

最もよく使用される消費税コードは 10 内税 20外税 30 非課税 40 不課税の 4種類です。

科 目 性 格 内税入力 外税入力 備 考

売

上

関

係

課税売上 10 20 売上・収入科目など

課税売上控除 12 22 売上返品･値引科目など

課税貸倒償却 13 23 債権が貸倒になったとき

課税貸倒回収 15 25 貸倒処理した債権の回収

非課税売上 30 保険料収入などの対象外売上

有価証券売上高等（非課税） 34 有価証券の売却・金銭債権の譲渡

不課税売上（精算取引） 40 消費税の精算など

輸出売上 60 輸出による売上

非課税輸出売上 64

不明 99 消費税区分が不明な場合

仕

入

関

係

課税仕入 10 20 仕入･経費科目など

課税仕入控除 12 22 仕入返品･値引科目など

共通売上対応課税仕入 11 21 課税･非課税売上共に係る仕入･経費

非課税売上対応課税仕入 14 24 非課税売上に係る仕入･経費

共通売上対応課税仕入控除 15 25

非課税売上対応課税仕入控除 16 26

非課税仕入 30 保険料などの対象外仕入･経費

不課税仕入（精算取引） 40 消費税対象外･消費税の精算

輸入仕入 70 60 輸入による仕入

輸入共通仕入 71 61 課税･非課税売上共に係る仕入･経費

非課税売上対応輸入仕入 74 64 非課税売上に係る仕入･経費

輸入仕入（地方消費税） 65

輸入共通仕入（地方消費税） 66

非課税売上対応輸入仕入(地方消費税) 69

不明 99 消費税区分が不明な場合

棚
卸
調
整

棚卸調整消費税（課税） 50

棚卸調整消費税（共通） 51

棚卸調整消費税（非課税） 54

５.消費税コードについて

会計大将システムでは、仕訳入力時に下記の消費税コードを使用します。

仕訳の金額に消費税額が含まれている場合は内税入力のコードを、仕訳の金額に消費税額が

含まれていない場合は外税入力のコードを使用します。
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取 引 内 容 仕 訳 消費税

販

売

費

及

び

一

般

管

理

費

・社員の当月給料 200,000 円と定期代

21,600 円を支払った。

給与手当／当座預金 \200,000 40

旅費交通費／当座預金 \21,600 10

・社員の夜食代 1,080 円を LL 飯店に支払った。 厚生費／現金 \1,080 10

・社員の結婚祝金として 20,000 円を支払った。 厚生費／現金 \20,000 40

・機械装置の減価償却費 70,000 円を計上した。 減価償却費／減価償却累計額 \70,000 40

・LMS 自動車に車検費用 7,000 円を支払った。

（内訳：重量税 3,000 円 自賠責 1,500 円、修

繕費 2,500 円）

租税公課／複合 \3,000 40

保険料／複合 \1,500 30

修繕費／複合 \2,500 10

複合 ／当座預金 \7,000

・社員の借上社宅代金 17,000 円を振り込んだ。 賃借料／当座預金 \17,000 30

営

業

外

費

用

・

収

益

・A 銀行から運転資金 100,000 円を借入れ、

利息 500 円差引かれて振り込まれた。

当座預金／複合 \99,500

支払利息／複合 \500 30

複合 ／借入金 \100,000

・普通預金に利息 20 円がついた。

（源泉所得税 20.315％差引後）

普通預金／複合 \80

租税公課／複合 \20 40

複合 ／受取利息 \100 30

・株式配当金 800 円を受け取った。

（源泉所得税 20.315％差引後）

普通預金／複合 \797

租税公課／複合 \203 40

複合 ／受取配当金 \1,000 40

消

費

税

特

別

取

引

・売掛金 216,000 円が貸倒になった。（内税） 貸倒償却／売掛金 \216,000 13

・売掛金 216,000 円が貸倒になった。（外税）

貸倒償却／複合 \200,000 23

仮受消費税等／複合 \16,000 23

複合 ／売掛金 \216,000

・前期に貸倒になった売掛金 216,000 円が回

収できた。（内税入力）

現金 ／償却済債権取立益 \216,000 15

・前期に貸倒になった売掛金 216,000 円が回

収できた。（外税入力）

現金 ／複合 \216,000

複合 ／仮受消費税等 \16,000 25

複合 ／償却済債権取立益 \200,000 25

・当社の車両（簿価 9,000 円）を 10,800 円で

売却した。

当座預金／複合 \10,800

複合 ／車両運搬具 \9,000

複合 ／売却益 \1,000 40

複合 ／仮受消費税等 \800 20

売上調整勘定／売上調整勘定 \10,000 20

６.消費税コードの取引具体例

消費税コードを使用した取引の具体例を参考にしてください。

※売上調整・仕入調整は、消費税の課税標準の元となる本体価格を直接入力するための勘定

科目です。仕訳入力時には相手勘定も同一科目を入力し、消費税の計算のみに使用されます。
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操作手順（４）

操作手順（６）

操作手順（５）

操作手順（７）（８）

７.仕訳データの入力

仕訳データの入力を行います。

以下の手順で、入力してください。

マスタ表示エリア

仕訳表示エリア

仕訳入力・修正エリア
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（１）入力処理－入力処理－『仕訳入力』を選択します。

（２）会社データ未選択の場合、（１）処理後に≪会社選択≫ダイアログが表示されます。

該当の会社データを選択し、［OK］ボタンをクリックします。

※ 既に会社データが選択されている場合は、この処理は省略されます。

（３）『仕訳入力』画面が表示されます。

（４）入力する月を選択します。

・ 0 月は、受取手形や支払手形のように期日管理を行うデータで、前年度以前に発生し

今年度以降に期日を迎えるデータを入力します。

・ 4～3 月は、通常月の仕訳データを入力します。

・ 91～93 月は、決算修正仕訳を入力します。

・ 翌 4～6 月は、決算日以降 3 ヵ月目までの仕訳を入力します。決算更新で次期データ

の初めの 1～3 ヶ月目にコピーされます。

（５）指示を選択します。

入力処理を行う場合は、「1.入力」を選択します。

その他「2.修正･削除」「3.一括削除」「4.仕訳帳」「5.元帳」「6.検証」が選択できます。

（６）仕訳入力･修正エリアの下段に、仕訳データを入力します。

（７）各仕訳の入力が完了すると、仕訳表示エリアに表示されます。

１つ前の仕訳は、仕訳入力･表示エリアの上段にも表示されます。

（８）仕訳入力･修正エリアの下段にカーソルが止まりますので、続けて仕訳を入力できます。

（例）左画面では次のような仕訳を入力しています。

H28.3.31 111 現金預金／410 ケーキ小売売上高 消費税コード 10(8%) 28,000,000 円

［入力処理］タブ-［入力処理］プロセス-『仕訳入力』

操作手順
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仕訳入力時の消費税に関する機能（業種・消費税率変更）を説明しています。

参照してください。

操作手順（１）

操作手順（２）

操作手順（３）

操作手順（４）
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（１） 簡易課税で、複数業種ある場合に、仕訳ごとに業種区分を変更できます。

カーソルが金額欄にあるときに F3 業種変更を選択します。

（２） カーソルが業種欄に戻り、ウィンドウに業種が表示されます。

今回の取引に該当する業種を選択します。

業種別に勘定科目を分けていないときに使用します。

（３） 仕訳（伝票）日付が平成 26 年 4 月 1 日以降の取引では消費税率 8％で

表示されますが、消費税率の変更ができます。

カーソルが金額欄にあるときに F2 消費税率変更を選択します。

（４） 消費税率が赤字で 5％と表示されます。

※消費税率入力区分（P29）で、3％の欄にチェックをつけた場合は 3％の選択可。

リース料の支払い等で、旧税率分の仕訳のときに使用します。

［入力処理］タブ-［入力処理］プロセス-『仕訳入力』

操作手順
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仕訳入力時の消費税に関する機能（外税同時入力）を説明しています。

参照してください。

操作手順（１）（２）

操作手順（３）

操作手順（４）
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（１） 基本情報の外税同時入力区分を同時入力にした時の入力方法です。

仕訳では金額を税抜きで入力します。

（２） 消費税欄には消費税が自動計算されます。上書き修正もできます。

（３） 仕訳帳では金額は、税込金額の青字で表示されます。

（４） 元帳では税抜金額のまま表示されます。

［入力処理］タブ-［入力処理］プロセス-『仕訳入力』

操作手順
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仕訳入力時の仕訳の項目修正に関する機能を説明します。

参照してください。

操作手順（１）（２）

操作手順（３）

修正する勘定科目を入力します
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（１） 指示で『仕訳帳』を選択し、入力順又は日付順を選択します。

表示条件を指定して仕訳帳を表示します。

（２） 修正する仕訳を確認したら、該当の項目にマウスを当て右クリックします。

プロパティが表示されますので、項目修正を選択します。

又は、画面下ファンクションキーのＦ5：項目修正をクリックします。

（３） 修正画面が表示されますので、修正したい内容を入力します。

［入力処理］タブ-［入力処理］プロセス-『仕訳入力』

操作手順
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仕訳入力時の仕訳の一括置換に関する機能を説明します。

参照してください。

操作手順（１）（２）

操作手順（３）（４）（５）

修正する仕訳の絞込 修正する項目
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（１） 指示で『仕訳帳』を選択し、入力順又は日付順を選択します。

表示条件を指定して仕訳帳を表示します。

（２） 「Ｆ９ﾌｧﾝｸｼｮﾝ切替」（画面サイズの関係で表示されていない場合は をクリック）

を押して、F2 一括置換を選択します。

（３） 置換指定の画面が表示されます。

表示済みの仕訳から修正する条件を検索条件欄に入力します。

（４） 修正する項目を置換内容欄に入力します。

（画面…保険料の仕訳で消費税コード 40 の仕訳を、消費税コード 30 に置換）

（５） 逐次置換又は一括置換を選択して仕訳を修正します。

逐次置換…修正対象の仕訳を 1 件ずつ確認しながら置換します。

一括置換…修正対象の仕訳を一括で置換します。

［入力処理］タブ-［入力処理］プロセス-『仕訳入力』

操作手順
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８.消費税関係資料の出力

仕訳で入力した消費税データを集計した消費税精算表を以下の手順で出力します。

売上関係、仕入関係の消費税データを勘定科目ごとに課税・非課税等の消費税区分別に表示

したり、仮受消費税等、仮払消費税等の明細を表示し、確認することができます。

操作手順（２）

操作手順（３）（４）

操作手順（６）プレビュー画面例

操作手順（６）
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（１） 印刷処理－月次管理表－『消費税関係資料』を選択します。

（２） 消費税関係資料の画面上部に《出力条件設定》が表示されます。

マウスクリックにより出力月度を指定します。月度指定時にクリックしたまま左右に

マウスを移動させると月度を範囲で指定できます。

（３） 帳票区分で出力する帳票で「消費税精算表」を選択します。

（２）で指定した期間の消費税精算表が出力されます。

（４） 税率（総額、8%、5%、3%）を選択できます。売上･仕入を切り替えて表示すること

ができます。

（５） 出力する場合は、［印刷（P）］ボタンをクリックします。

（６） ≪印刷設定≫ダイアログが表示されます。

印刷する場合は［印刷］ボタンをクリックします。

画面に表示させる場合は［プレビュー］ボタンをクリックします。

［印刷処理］タブ-［月次管理表］プロセス-『消費税関係資料』

操作手順
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仕訳データを科目別･消費税コード別に表した消費税精算表の見方をご説明しています。

消費税精算表のサンプルを参考にして下さい。

消費税精算表【売上】【総額】＜消費税精算仕訳処理前＞

消費税精算表【仕入】【総額】＜消費税精算仕訳処理前＞

① ②

③ ④

⑥

（例）受取利息を消費税コード 30

番(非課税)で仕訳した金額は、左

の消費税精算表で確認すると

¥10,000 円であることがわかりま

す。

① ②

③ ④

⑦

⑤

⑧
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① 売上/仕入の選択：売上関係には売上取引となるものが各勘定科目別に表示されます。

貸倒回収・償却は本来売上取引ではありませんが、表示されます。

仕入関係には仕入取引となるものが各勘定科目別に 1 件 1 件の取引

の積み上げた金額で表示されます。輸入取引についは、課税･非課税

売上対応に関わらず、一括して表示されます。

② 税率：総額 ／ 8% ／ 5% ／ 3%

③ 勘定科目：仕訳で入力した科目が表示されます。

④ 税抜残高：各科目の税抜残高が表示されます。

⑤ 売上関係：課税売上、課税売上控除、貸倒回収/償却、輸入売上、非課税売上、その他 が

表示されます。各項目へ集計される消費税コードは以下の表をご覧下さい。

⑥ 仕入関係：課税仕入、共通仕入、非課税売上対応、輸入仕入、その他 が表示されます。

各項目へ集計される消費税コードは以下の表をご覧下さい。

⑦ 仮受消費税等：売上関係の表の下に仮受消費税等勘定の明細が表示されます。

⑧ 仮払消費税等：仕入関係の表の下に仮払消費税等勘定の明細が表示されます。棚卸調整消

費税等は、消費税コード No.50 で入力された仮払消費税等額です。

［印刷処理］タブ-［月次管理表］プロセス-『消費税関係資料』

帳票の見方

各欄に記載された番号は消費税コードです

各欄に記載された番号は消費税コードです
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仮受仮払消費税等

８％・５％・３％の税率別に仮受消費税等・仮払消費税等を表示しています。

通常課税の場合、外税仕訳チェック欄には仮受（仮払）消費税・自動計算・差額が表示され、

外税仕訳入力分とその本体価格から自動計算した消費税の差額が確認できます。

操作手順（２）

操作手順（３）（４）＜消費税精算仕訳処理前＞

差額が多い場合は、消費税コード

の間違いなどの確認が必要です。

平成22年4月～決算月
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（１） 印刷処理－月次管理表－『消費税関係資料』を選択します。

（２） 消費税関係資料の画面上部に《出力条件設定》が表示されます。

マウスクリックにより出力月度を指定します。月度指定時にクリックしたまま左右に

マウスを移動させると月度を範囲で指定できます。

（３） 帳票区分で出力する帳票で「仮受仮払消費税等」を選択します。

（２）で指定した期間の仮受仮払消費税等が出力されます。

（４） 税率（総額、8%、5%、3%）を選択できます。

（５） 出力するには、［印刷（P）］ボタンをクリックします。

（６） ≪印刷設定≫ダイアログが表示されます。

印刷は［印刷］ボタン、表示は［プレビュー］ボタンをクリックします。

［印刷処理］タブ-［月次管理表］プロセス-『消費税関係資料』

操作手順
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９.消費税申告書の作成

消費税精算表や仮受仮払消費税等などの資料をもとに消費税関係のデータを確定させ、

消費税申告書を作成します。以下の手順で、作成して下さい。

出力については、次ページの手順を参考に出力して下さい。

操作手順（１）（２）

操作手順（４）

＜メモ＞『消費税申告書』画面の操作ツールバー

操作手順（５）
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（１） 決算・申告書－消費税申告書－『申告書･付表入力』を選択します。

（２） ≪申告書選択処理≫ダイアログが表示されます。

申告区分を選択し、申告書名称、集計期間（集計開始月・集計終了月）を入力します。

申告区分…確定申告、修正申告、中間申告、中間修正申告、予定申告から選択します。

（３） 入力後、［OK］ボタンを選択します。

（４） 消費税申告書、その他付表等が表示されます。

（５） [調整消費税等入力]ボタンを選択して、中間納税額等を入力します。

＜メモ＞

消費税申告書を完成するために、操作ツールバーより［基本情報（K）］ボタン、［調整消費

税等入力（N）］ボタンを使用し、納税地等の情報や中間申告時の納付額、棚卸調整消費税額

を入力することができます。

［基本情報（K）］ボタンから≪会社基本情報≫ウィンドウの表示が可能です。

⇒［申告情報１］「申告情報２」タブで納税地や金融機関の入力などの入力ができます。

※基準期間の課税売上高は、決算・申告書－消費税申告書－『来期申告･過去情報設定』

を選択して入力します。

［調整消費税等入力（N）］をクリックすると≪調整消費税等入力≫が表示されます。

⇒［消費税、地方消費税］タブでは中間納付額等の入力ができます。

［その他］タブでは、棚卸調整消費税の額等の入力ができます。

なお、［計算（A）］ボタンをクリックすると、再計算が行われます。

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『申告書･付表入力』

操作手順
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印刷ボタンより消費税申告書、付表、計算資料（調整対象固定資産、特定収入計算明細書、

消費税計算書、簡易課税･原則課税比較表、消費税比較計算書）の出力が行えます。

以下の手順で、出力して下さい。

操作手順（２）申告書・付表印刷タブ

操作手順（２）申告書・付表印刷タブ（専用紙を選択した場合）

操作手順（２）消費税計算書タブ

操作手順（４）消費税申告書（プレビュー）

付表２－(２)（プレビュー）
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（１） 操作ツールバーの［印刷（P）］ボタンをクリックします。

（２） ≪申告書・付表印刷≫ダイアログが表示されます。

申告書・付表印刷タブを選択すると、消費税申告書（白紙/専用紙）、付表の出力がで

きます。消費税計算書タブを選択すると、出力できる資料が表示されます。

（３） ［印刷（P）］ボタンをクリックします。

（４） ≪印刷設定≫ダイアログが表示されます。

印刷する場合は、［印刷］ボタンをクリックします。

画面に表示する場合は、［プレビュー］ボタンをクリックします。

▼『申告書・付表入力』で作成できる帳票は次のとおりです。

帳票名称
消費税区分 法人

区分
表示 印刷

原則課税 簡易課税

申
告
書･

付
表

消費税及び地方消費税の中間申告書 ○ ○ － ○ ○

消費税申告書（一般） ○ － － ○ ○

消費税申告書（簡易課税） － ○ － ○ ○

付表１ ○ － － ○ ○

付表２ ○ － － ○ ○

付表２－(2) ○ － － ○ ○

付表４ － ○ － ○ ○

付表５ － ○ － ○ ○

付表５－(2) － ○ － ○ ○

仕入控除税額に関する明細書（法人） ○ ○ 法人 ○ ○

仕入控除税額に関する明細書（個人） ○ ○ 個人 ○ ○

消費税の還付申告に関する明細書（法人）1/2 ○ ○ 法人 ○ ○

消費税の還付申告に関する明細書（法人）2/2 ○ ○ 法人 ○ ○

消費税の還付申告に関する明細書（個人）1/2 ○ ○ 個人 ○ ○

消費税の還付申告に関する明細書（個人）2/2 ○ ○ 個人 ○ ○

調整対象固定資産（課税売上割合） ○ － － ○ ○

調整対象固定資産（固定資産の転用） ○ － － ○ ○

特定収入計算明細書 ○ －
法人

（公益）
○ ○

計
算
資
料
用

消費税計算書 ○ － － － ○

簡易課税・原則課税比較表 ○ ○ － － ○

消費税比較計算書 ○ ○ － － ○

※「法人区分」、「消費税区分」により表示される帳票が異なります。

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『申告書･付表入力』

操作手順
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課税期間中の課税売上高が５億円以上又は課税売上割合が 95％未満の場合は、仕入控除税額

を個別対応方式又は一括比例配分方式で計算します。設例を課税売上割合が 95％未満になるよ

うに仕訳を修正した場合の、個別対応方式と一括比例配分方式の納付税額を確認してみましょう。

操作手順（１）

操作手順（７）

操作手順（３） 操作手順（４）
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（１） 自習用仕訳例題の売上取引関係(2)「３階賃貸マンションの家賃収入 2,400,000 円」

の仕訳を、課税売上割合 95％未満になるように金額を 3,000,000 円に修正します。

（２） 決算・申告書－消費税申告書－『申告書･付表入力』を選択して、作成済みの消費税

申告書を選択します。

（３） 「消費税情報又は仕訳データが変更されています。再計算を実行しますか？」

と表示されますので、［はい（Y）］をクリックします。

（４） ≪申告情報連動内容選択≫が表示された場合は、内容を確認し、［ＯＫ］をクリック

します。

（５） 今回の設例では消費税コード 11（21）の共通売上対応仕入及び消費税コード 14（24）

の非課税売上対応仕入で入力した仕訳がありません。「個別対応方式」による場合は、

納付税額は 435,700 円で異同はありません。

（６） 決算・申告書－消費税申告書－『会社基本情報』を選択します。

（７） ［消費税計算情報］タブの控除税額の計算区分を「一括比例配分方式」に変更しま

す。

（８） 再度上記（２）から（４）の手順で作成済みの消費税申告書の「再計算」をすると、

納付税額は 600,400 円となり、個別対応方式の場合よりも納付税額が多くなります。

＜参考＞

仕入控除税額を個別対応方式で計算できる事業者は、選択により一括比例配分方式での計

算もできますが、一括比例配分方式を選択した場合は、2 年間継続して適用した後の課税期

間でなければ、個別対応方式による計算に変更することはできません（個別対応方式から一

括比例配分方式への変更は、特に制限はありません）。

出典：国税庁ホームページ 「消費税のあらまし（平成 26 年 6 月）」より抜粋しました。

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『会社基本情報』

操作手順
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消費税計算書では原則課税と簡易課税の比較表を出力することができます。

操作手順（1）～（2）

操作手順（3）

操作手順（4）
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（１） 決算・申告書－消費税申告書－『申告書・付表印刷』を選択します。

（２） 消費税申告書作成で作成済みの申告書を選択し、［OK］をクリックします。

（３） 消費税計算書タブを選択すると、出力できる資料が表示されます。

[簡易課税･原則課税比較表]にチェックを付けます。

指定しましたら[印刷（Ｐ）]をクリックします。

（４） 印刷設定ダイアログが出ましたら[印刷]又は[プレビュー]で確認します。

操作手順

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『申告書・付表印刷』
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１０.消費税情報の変更

簡易課税制度選択届出書提出等により原則課税から簡易課税に変更する場合には、会社基本

情報の「消費税情報」で処理を行います。以下の手順で、変更してください。

操作手順（１）～（４）

操作手順（５）

操作手順（７）

操作手順（８） 操作手順（８）
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（１） 導入・登録－基本情報－『会社基本情報』を選択します。

（２） ≪消費税情報≫の［基本情報］タブの消費税区分を「簡易課税」に変更します。

（３） その他、［基本情報］タブで変更が必要な項目の設定を行います。

（４） ［更新（U）］ボタンをクリックし、登録・変更を完了します。

（５） ≪登録≫で「仕訳データが･･･」のメッセージが表示された場合は、内容を確認し、

消費税区分を変更する場合は［はい（Y）］をクリックします。

※メッセージが表示されなかった場合は、（６）から（９）を省略します。

（６） マスター再計算を行うため、いったん［終了（X）］ボタンで画面を閉じます。

（７） その他－『マスター再計算』を選択し、処理内容を「マスター再計算」、処理期間で

仕訳入力している月範囲を設定後、［開始（S）］をクリックします。

（８） ≪マスター再計算実行≫で「処理を開始してもよろしいですか？」と表示されます。

開始する場合は、［はい（Y）］をクリックします。

処理が終了すると、≪マスター再計算≫で「処理が終了しました。」と表示されます。

［OK］をクリックして下さい。

（９） ［終了（X）］ボタンで画面を閉じます。

（１０）消費税申告書作成で作成済みの申告書は「再計算」することで反映します。

［導入・登録］タブ-［基本情報］プロセス-『会社基本情報』

操作手順
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利用開始届出等の事前手続は終了していることが前提です。

１１.消費税申告書の電子申告用データ作成

会計大将のデータから、電子申告用のデータ作成を行います。

操作手順（１）～（２）

操作手順（３）

操作手順（４）
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（１） 決算・申告書－消費税申告書－『電子申告データ作成』を選択します。

（２） 消費税申告書作成で作成済みの申告書を選択し、［OK］をクリックします。

（３） ≪新規作成（データ選択）≫が表示されます。≪新規作成（データ選択）≫では、

電子申告データを作成するために必要となる「会計大将」が表示され、該当するデ

ータが表示されますので進むをクリックします。

（４） ≪送信票作成≫が表示されます。≪送信票作成≫では、会計大将からデータを連動

し表示されます。内容を確認して進むをクリックします。

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『電子申告データ作成』

操作手順



66

会計大将のデータから、電子申告用のデータ作成を行います。

操作手順（１）

操作手順（２）

操作手順（３）

操作手順（４）
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（１） 『送信票保存を保存します』では、［OK］をクリックします。

（２） 該当するデータが表示されますので［OK］をクリックします。

（３） 消費税申告書の作成で[入力完了]にチェックしていない場合は、『未完了のシステム

があります』とメッセージが表示されますので［はい（Y）］をクリックします。

（４） 作成が終了するとメッセージが表示されますので［OK］ をクリックします。

作成したデータが一覧で表示されます。

消費税申告書を確認するには、ツールバーの［帳票確認］で申告書を表示できます。

電子署名等の処理をして電子申告します。

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『電子申告データ作成』

操作手順
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作成済みの電子申告データでは、帳票の表示・印刷ができます。

操作手順（１）
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（１） 帳票確認を選択すると、対象の帳票一覧が表示されます。

帳票のイメージで画面表示及び印刷ができます。

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『電子申告データ作成』

操作手順
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１２.国税納付書作成

確定した消費税申告書より国税納付書を作成します。

操作手順（１）

操作手順（２）

操作手順（３）～（４）
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（１） 決算・申告書－消費税申告書－『国税納付書』を選択します。

（２） 消費税申告書の処理選択画面で当期分を選択します。

（３） 納付税額が表示されます。

その他の必要事項を入力して［印刷（U）］をクリックします。

（４） レーザプリンターに専用用紙をセットして印刷します。

国税納付書用紙

商品番号 558483（A4 変形 3 連 250 枚）＠12,600 円（税別）

商品番号 558484（A4 変形 3 連 50 枚）＠ 3,220 円（税別）

商品番号 558485（A4 変形 3 連 10 枚）＠ 880 円（税別）

［決算・申告書］タブ-［消費税申告書］プロセス-『国税納付書』

操作手順


